別記様式第3号(第4条関係)


証明書


第　　　　　号　　
年　　月　　日　　


長門市長　　　　　　　　　　


　下記の宅地の造成は、租税特別措置法第28条の4第3項第7号イ(又は第63条第3項第7号イ)に規定する優良な宅地の供給に寄与するものとして認定したことを証明します。

記
	1
	証明年月日
	　

	2
	造成区域又は工区に含まれる地域の名称
	

	3
	証明を受けた者の住所及び氏名
	


　
この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に行政不服審査法第2条の規定に基づき長門市長に対して審査請求することができる。
